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特集•歯科ヘルスケアーのシステム論理

第 3 回システム論理学会講演抄録集（発表順）
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To establish awareness of professional responsibility 

for Systems Logic in Dental Health Care 

歯科ヘルスケア ー のシステム論理は、

真の職業的責任を自覚させる。
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第 3 回システム論理学会講演抄録集 日時 昭和50年 9 月 20 日（土） 21 日（日）

（発表順） 会場 東京都日本都市センタ ー 別館講堂

1．歯科ヘルスケア ー 組織化の基本条件 今回は、F2 即ち術者の姿勢が如何に 歯科材料に影響

ホ ー ムポジションに於ける動きの
コントロ ー ルが歯科材料に及ぼす

影響と効果。

0永井一夫 高山康男
中田和宏 武内洋一郎
土肥健二

(HP I) 

ヘルスケアー の為の専門的活動のうち特に歯科領域に
おける活動を組織的に行なう為の基本的条件を先ず考察
した。

歯科診査や治療といわれる特定の人間行動の主体的条

件は、術者の平衡感覚・筋覚・触覚などの知覚自体であ

る。診療実践におけるこれらの知覚の必要性とその限界

を認知し、また動きの制御の必要性とその限界を認知す

る事を「診療学習 」と言う。診療実践の為には、材料及

び器械などの客体的条件が不可決である。これらの器材

は、本来人間自身の持つ能力の延長又は補助的手段とし

て開発されたものであるから、器材の規格決定の要件は

診療学習の諸条件に基づくものと言える。

作業者の共同作業の実践効率を高める要素として、1)

作業の目的， 2）役割の認識， 3）作業の予知性， 4）正しい

評価， の四基準がある。

作業の目的を明らかにし正確な役割りを認識するには

診療の場合と同様に、主体的条件として学習があり、客

体的条件として環境がある。演者は実践者のnormal な

知覚の必要性と正確な動きの制御を考察した。

人間の活動を考えるに際し、種々の要素を分析しなけ

ればならない。活動に於ける「 かたち」をどの様に分類

するか、即ち目標をもった人間の 活動を組織化するため

「かたち」をForm 1, Form 2, For m 3, の三つに分

類する事が出来る。

'F 1は、 活動の目的や対象を表わす「かたち」、 歯科

では歯牙、口腔のかたちをさす。

F2 は、活動を実践する者、つまり人間のかたちを表

わす。

F3 は、 活動に関する環境を表わす「かたち」である。

現在、
世

界の歯科教育分野、歯科医療分野に於ては、

作業する人間即ち術者の分析が忘れられてきた。人間は

Position （位置）とPerception （知覚）とMove -
men t（連動）の要素より成り立ち、Position は、Lo-
ca tion, Pos ture, direc tion, に分類される。

を及ぽすかについて報告した。

演者は、Foil s tain g aug e （新興通信工業社製の

F 104~2 を用いた）を手用充填器にAron Alpha 

（東亜合成化学社製） で接着し、ラックスを塗布して表

面を被覆した。これを新興通信工業社製のAS-11型ひ

ずみ計に接続し力を加えた時に生ずる電気量を増幅し記

録した。即ち、この手動充填器を用いて窓洞にアマルガ

ム充填すれば、術者の加える力を連続的に記録する事が

出来る。記録計の応答速度は20cm/0.6sec. である。 な

お、strain g aug e を取り付けた充填器は、 それぞれ

直径1.0mm, 1.75mm, 2.5mm 及び3.0mm の四種とした。

著者は術者の Random position （でたらめな位置）

と Home position （正しい位置） に於ける充填圧を比

較検討したところ、Random position に於ては、 上

顎歯牙に対しては弱く、下顎歯牙に対しては強く、充填

圧が加わる事を認め、且つ上顎歯牙に於ける遠心面は強

い圧力が加わり、近心面は弱い圧力が加わる事を証明し

た。

Home position に於ては、上下顎共に等しい圧であ

り、上顎歯牙近遠心共に等しい圧である事を証明した。

演者は今回の実験は材料としてアマルガムを用いての

実験であるが、この証明は総ての歯科医療に於ける問題

点であると結論したい。

2． 歯 科診 療環境の 基 本 条 件

0中田和宏 高山康男
武内洋一郎 土肥健二
永井一夫

(HP I) 

最近、歯科診療は個人的活動からグルー プ活動へ移行

し、多数の人間が共通の目的を持って各々の職責を果す

ようになった。組織活動は多種多様な因子によって影響

をうけるが、特に実践の場としての環境から受けるそれ

には大きいものがある。グルー プ内の人間関係のトラブ

ルは、心理学的なものだけでなく、ゴ環境” の改善によ

って解決される場合が多い。環境は人間が活動する組織

の重要な条件のひとつである。そして正しい環境は、組

織・活動を効率的に機能させ、人間の潜在性を高度に引

き出す指標であるともいえる。
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環境空間は HOME ACT POS ITION 

によって規格化できる

躁境とは、そこで活動する人間を含めた空間をいうが、

これを構成するのは、固体・液体と気体である。人間の

疇動き” に対して、 気体は可能性を与えてくれるが、固

体は限界を設定する。だから診療躁境内の全ての人工物

は、人間の表現動作を妨げるかたちであってはならない。

実践者 〔 Perfo r mer〕の表現効果を高めるには、次の

3点が満足されるように環境を整備することが重要であ

る。

1. 人間のからだの安定性と、動作の自然な反射制御が

保障されていること。

2. 人間の知覚を集中度の高いものにし、正確な表現を
保障すること。

3. 表現の過程及び結果に持続性と一定性を与えるよう

補佐すること。

つまり、礫境空間は実践者の潜在的な表現効率を向上さ
せる重要なファクタ ー である。それには、上記 3点の要

求を兼備し、洗練させる可能性を秘めた.. �践者のかた

ち〔F幻 ” としてのHOME ACT POSnION を躁境

決定の原点にしなければならない。 （図ー1)

HOME ACT POSITION と STATION

歯科用機器を含めて全ての診療環境は実践者のかたち

〔 F2〕に合致したものでなければならない。だから、ま

ず身体各部のかたちの標準値が明らかでなければならな

い。もちろん人体の静的測定値だけでは不充分で、活動

目的にそった姿勢と、身体各部の空間的広がりも厳密に
測定しなければならない。

環境空間に於ける最小基本単位として、人間の活動姿

勢のことをHOME ACT POSITION と呼び、 その活

動占有空間のことをSTATION （定位）と呼ぶことにす

る。STATION はその目的に応じて特別な測定点を
HOME ACT POSITION の表面上に 決め厳しく空間

計測する必要がある。その上で、STATION が 要 する

人工物のかたちと機能が決定される。
活動目的によるSTATION の種類 （図 ー 2)

1. Performance Station 実践定位
a. Motor Performance Station 

・手指などの動きによる表現のための実践定位

b- Language Performance Station 
言葉•記号などによる表現のための実践定位

2. Personal Maintenance or Development Station 
個人の生体維持あるいは自己研さんのための定位

3. Environmental Maintenance Station 
環境維持のための定位

4. Mixed Purpose Station 

＊通路との関係
a within walkway station 通路内定位

b beside walkway station 通路側定位
c end of walkway st ation 通路端定位

珊境のかたちの決定

STATION の全表面に対応して、 人工物の表面が3

次元的に点・線•面の順序で決定される。このような対

応をインターフェイスによる対応という。具体的には、

からだの大腿下部の表面に対して椅子という支持機能物

の形態が決定されるような対応の仕方をいう。

患者支持台やキャビネット、インストルメント類、受

付机、技工台等々、診療空間に要する全ての形態はこの

ようにして規格化される。In ter- face は躁境空間にお

ける人工物と自然形態の相互関係と調和を明らかにする。

もちろんSTATION 表面の分析はHOME ACT PO

SITION を基本にしているから、 その3 次元計測は、

空間内でのB•K •T チェックという感覚的テストによ

って行われる。これによって、平衡感覚B, 筋肉感覚K,

触覚T の知覚と、動きの安定性 ， 一定性， 正確さを阻害

しない環境が創出される。

次いでSTATION が複合して、 その目的にそった領

域単位が構成される。この基本単位領域をArea と呼ぶ。

環境の機能の選択

次に機能を選択する基準は、その真の必要性と限界の

認知が最初のポイントであって、決して可能性の追求で

はない。

必要とされる機能は、F2 の機能限界を超えて要求さ

れるもののみを厳選し、F2 の延長上にあるような自然

さをもたなければならない。なぜなら、人間は自己のエ

ネルギーをより精密にコントロ ー ルし得るからである。

いまひとつの条件は、時間的要素と環境全体との調和

によって機能を選択するということで、使用頻度・使用

時間・使用時期CF •D•Tチェック法） の各要素を分

析しなければならない。低頻度の機能物を貴重な空間に

放置しておくことが、組織・活動に悪い影響を及ぽすこ

とが往々にしてあるからである。

こうして選択された機能物は、可能なかぎり小さい空

間を占めなければならない。空間と資源の浪費をおさえ、

最大の活動効果を期待するからである。

診療空 間の統合

STATION- In terface によって即乞された各エリア

は、walkway分析と共に 図ー3 のように統合され、ひ
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とつの最小診療単位となる。これはDr. 2 名の8 人チー

ムとして構成されている。

このように計測分析・統合された診療環境は、 活動に
必要かつF2 にのっとった自然な点線面のみで形づけら
れるから、 非常にシ ンプルな形態や配置で、 スタ イル的
な要素は消えさり、 規格・画一 化される。ただし色彩効

果による個性化の余地は、 治療活動に直接かかわらない
表面にのみ残されている。

人が人の形を変化させるという歯科治療の本質が、 環
境のかたちをこれまで述べて来たようにシビアに分析統
合させているのである。

以 上

図一

HOME ACT POSITION が環境決定の原点である。

図 一 2
 

治 療エリア に お け る ス テー シ ョ ン
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各ステー ションは空間的広がりも含めて計測する必
要がある。
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3．診療中の患者の定位と生理的条件

0熊
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崎 護 藤井弁次
（大阪歯科大学）

精密作業を規格的に行なう場合、 これらを人間工学的

な立場から検討しようとする傾向は最近ますます顕著と

なり、 いろいろな研究が行なわれている。大島（1962)

は作業姿勢を決定する条件として、 作業点、 平衡保持、

必要筋力、 精密度、 明視距離、 使用器具、 姿勢、 反射の

それぞれからくる条件をあげている。

歯科診療においても、 その手術野が口腔という限定さ

れた狭い部分であることなどより、 診療機械器具の配置

や患部との位置 的関係など歯科診療特有の条件により、

従来からの立位診療姿勢に対して批判が加えられるよう

になってきた。

すなわち歯科診療を行なう場合、 能率よく診療を行な

うにあたって、 診療環境を整備し術者が正しい作業姿勢

で診療を行なうことが必要であり、 この場合術者が立位

で診療を行なうよりも座位診療で行なう方が診療能率化、

術者疲労度などの点で診療体位としては理想的である

ことは十分考えられるところである。

もし、 診療時の姿勢に大変無理があった場合、 人体に
どのような影響 をおよぼすかについては、 すでに福本

(1959) 山本(1960) 木所（1966) 国井 C1969) 

らによって実態調査、 症例報告、 あるいは実験報告とし

て現在まで報告されており、 さらにこのうち福本0959)

山本 (1960) は好適診療部位高として、 立位時、 座位時

とも、 各種疲労判定法、 動作研究法（サイクログラ ム法）

により観察した結果、 乳頭点高が好適であると報告して

いる。
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また未高（1970) は診療姿勢がエネルギー 代謝率（R. その結果、(1) 心電図呼吸数においては、それぞれ波形

M. R) に及ぽす影響 について実験的観察を行ない、 立体 に周期性が見られ、自己相関があることがわかった。

よりも座位の方がR.M. R．が小さいと迷べている。 この事実は人体の出力波形としては有効であることを
一 方矢島（1959) は診療及び技工作業からRM.R. を 証明した。(2) しかしながら心電図と呼吸の相互相関は認

求め、そのほとんどがRM.R. 2 以 下であり、とくにそ められなかった。

の作業中における歩行の割合が10彩以 下の割合はRM. 血圧においてはcon trol とclass A および他のclass
Rl 以 下であると報告しており、 未高の実験的に行な との間には僅かな差を認めるが有意の差は全く認めなか

ったR.M.R 値0.35~ 1.15 とほぽ同様な値を示している。 った。

また、矢島は技工作業においてその差を認めており、 呼吸においても同様の結果で、ほとんど各class 間の

座位診療の優位性を証明している。しかしながらこれら 差は認められなかった。一 方心電図においてはcontrol
の研究はすべて術者側からみたもので、患者の姿勢につ とclass A との平均値には差は認めたが、有意性の判定

いての報告は皆無である。 は困難であった。しかしながら各Data 中でその差は最

従来の診療形態、すなわち患者座位、術者立位診療か も大きかった。ついで心電図による各class の順位づけ

ら術者座位に転じた場合、術者の診療姿勢と口腔との関 を行なった。その結果順位1番のものは30例中3 例が

係とか、患者の疲労度を考えるとき、患者は椅子座位の con trol で最も多く、 順位最下位のものは30例中5 例を

姿勢より、水平位の姿勢をとる方が有利になってくる。 除いてすべてclass A であった。この事は診療時の患者

この場合水平位に転じた患者が実際に肉体的に安定の の姿勢は、座位よりも水平位の方が肉体的疲労度は少い

とれた状態であるかについては、従来より種々論じられ とはいいきれないが、心電図の順位づけにおいては座位

ているが、いずれも心理的な面からの考察にとどまり、 の姿磐が他のいずれよりも悪い結果をみたことになる。

客観的な研究対象としてはほとんど取り上げることがな 水平位診療時わずかな姿勢の変化における作業の場合

かったのである。 には、心捕数も酸素摂取量も僅かしか増加しないことは

一般的に人間工学分野においての生体機能の計測法と 十分に考えられるが、その割には動的作業よりも苦痛が

しては、橋本（1965) は、心樽数， 呼吸数， 及び血圧が はげしいと考えられる。これは静的緊張の ため筋肉の血

いかに変化するかを電気生理学的方法を用いて解明し、 液が制限 され、筋肉疲労が大きいためで、つまり筋に対

患者側から見た適切な診療態位について人間工学的な面 する負担は大きいわけであるから、心博数の増加だけで
より検討を加えてみた。 はその評価は十分ではないかもしれない。

実験対照としては大阪歯科大学附属病院保存科を訪れ しかしながら 今日ではまだその決め手となる方法は見

た外来患者男女30名を無作為に抽出して実験を行なった。 出されていないし、 前述のよう に手軽に生体現象の変化

診療台はM 社製Den tal Chair を使用し、 測定機は日 を電気的にとり出させるとい う 意味で本実験においては

本光電社製Medical Data Processing Computer シス 心撼数の大小で順位づけを行なったわけである。
テムを使用した。 なお、本研究の成果は、今後 Dental Chair の改良に

実験方法は温度は20℃とし、外部からの騒音、振動に 何らかの示唆を与えることを期待するものである。

は特に注意し、被検者に心理的ストレスのない状態で行

なった。

また Dent al Chair 上の被検者の支持点は、1) 頭部 ，

2)背部， 3）臀部 ， 4）大腿部， 5）ふくらはぎ部 ， 6）踵部の

'6 支点を中心として6 段階に変化させ、測定を行なった。
すなわち，

Control :被検者を安静位で仰臥させた状態

Class A ：被検者座位の状態

Class B ：被検者水平位の状態でふくらはぎ部をやや下

方に降下させた状態

Class C : Class B の状態で頭部のみを起させた状態

Class D : Class C の状態で頭部のみを下げた状態

Class E : Class C の状態でふくらはぎ部と踵部の2 支

持点に適当なマットを挿入し、水平位の状態

を意識的に作らせた体位である。

4 

4．歯科診療における個人的責任と
グル ー プ診 療への責 任

ーそのジレンマについて 一

佐 藤 宏 （愛媛県）

第2回ホ ームポジション会議においてドクタ ービ ーチは、

歯科医師の責任として(1) 生物圏に対して， （2）地域共同体

に対して，（3l歯科患者に対して， （4）パフォ ー マンスグループ

に対して，（5）家族に対しての5 つの責任を指摘された。これ

らの責任もさることながら、今回は私自身これまでの歯科医

師としてのささやかな経験を軸として、 歯科診療における

個人的責任とグループ診療への責任について論及しようと思



う。さて、今日の日本では、歯学生の大部分は、将来開 保険制度は、歯科医師の利益の為でなく、患者の利益
業医となるのが現状であるから、歯科医師の個人的責任 の為にある。然しながらこの制度によって歯科医師がど
としてはまず第一に、開業医としての責任でもあるわけ れだけむくわれるかということもまた大切なことである。
だ。新しく歯科診療環境をつくり出して開業するという それによって、診療意欲を低下させたり、診療をゆがめ
意味で、歯科医師にはプロデュ ー サ ー としての責任があ るようなものであっては決して患者の利益にはならない。
る。それから、最新の歯科診療においては、1本のむし 歯科医療の特殊性ということがよく言われる。自然治
歯の治療といえども、最少限度5名の人間が必要である。 癒がない。再生能力がない。このことが特殊性を産み出
すなわち、患者がいて歯科医師がいたという時代の歯科 した大きな要素の一つであろう。その為に修復による機
診療ではなくて、今日では歯科医師のほかに歯科衛生士、 能回復が発達し、歯科医療の中で大きなウエイトを占め

歯科技工士、歯科助手と歯科受付員がいて、歯科診療が るに至った。然しその為には早期充填とか、予防的処置
行われる時代である。だからこの意味では、歯科医師と もまた大切なことで、機能回復についてのみ特殊性を認
いう「個人」は、新しい歯科診療環境をつくり出して開 めるのは片手落といわざるを得ない。現在我々歯科医は、
業するプロデュ ー サ ーであり、その環境の中の「グル ー 後者については今直ぐにでもまた僅かの研修で100％実
プ」の一員であるとともに歯科診療組織をつくり出すオ 施することが出来るが、前者について、咬合の理論を充
ーガナイザ ーでもあるわけだ。従って、これら診療組織 分理解し、口の中にこれを完成することの出来る歯科医
を快適になんらストレスもなく運営してゆくという意味 が果して何％いるだろうか。保険制度にあっては後者に
で、歯科医師個人にはマネ ー ジャ ー としての責任もある 重点を置くべきと思う。
のである。診療組織を形成するそれぞれの「個人」が、 保険とは、不慮の災害、疾病によって、我々の生活が

各自の仕事を十二分に発揮するためには、それなりの生 乱されたり、危殆に瀕することのないよう予めそなえて

涯教育（研修）と、その教育内容を充実させ、かつ生か おく、このような個人的面と、相互扶助という社会的面
すための環境づくりが必要である。研修をつみ重ねて環 とがある。従って歯科疾患も、不慮のものと当然予知出
境を整備すればするほど、歯科診療組織における私自身 来るものとの区別、個人の責任と社会の責任とを明確に
のマネ ー ジメントの苦労は半減した。マネ ー ジメントの した上で制度を考えなければならない。
苦労がないということは、それだけ多く私たち歯科医師
は、本来の歯科医師としての責任を全うできるというこ
となのである。

5.ーパネルディスカッション 一

システム論理に基づいた歯科保険制度

司会三木 亨（香川県）

私達は歯科医療が最も効果的に行えるように、組織作
りをするわけである。最も効果的とは、その医療がどれ
程自然であるか、また必要性があるかということであり、
その可能性を出来るだけ拡げること、またその限界をは
っきり認識することが大切である。単的にいって、より
良い医療をより多く行う為の組織化であるといえよう。

歯科保険制度もこの論理に基づいて定められるぺきも
ので、単に患者のデマンドや、歯科医の利益の為に、ま
た長い間の行きが＞りや習慣で作られるべきものではな
い。患者の要求するものと、患者が必要としているもの
とは往々にして一致しない場合がある。従ってこの制度
は、患者の要求に基づいてではなく、専門家である我々
が患者の必要としているものを充分認識してそれに基づ
いて作られるべきものであろう。

パネルディスカッション：
システム論理に基づいた歯科保険制度

①歯科医療の価値と保険制度

渡部哲人（東京都）

大きな社会問題となった歯科医療論争も、根本的な解
決策を見いだせぬままくすぷり続けている。

この混乱の解決と、患者と歯科医の相互理解の為にも
まず我々歯科医療を行う側の姿勢を、理想論とか建て前
論ではなしに自然なかたちとして確立する必要がある。

社会生活の中での人間と人間の相互関係は、奪い合う
ものではなく与え合う事の方が自然で、社会福祉の原則
も一方的に依存するだけでは不自然で非人間的なものと
なる。

医療という行為も、必要の生じた患者に対して医師が
行う二人の人間の共同作業であり、その目的は全く一致
するものでなければならない。

その行為が自然で正しいかどうかは、歯科医療をとり
まくすべての要素が正しく分析され、統合された結果と
して証明されるものである。

Flの 必要性に基づいたプランとプロシ ー ジャ ーが正
しいかどうかは「論理的」に証明されなければならず、
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その「論理」の基準となろ 要素 がF 2 であり、 F 2 の基

準となるものが人のからだのかたち ( Position ) 、 知覚

(Perception) 、 動き( Movements ) -- p • P • M 

の相互関 係である。

歯 科保険 制度の問題 も、論理的に証明された価値基準、

価値評価に基づいて考慮 されなければならない。

パネルディ スカ ッション：
システム論理に基づいた歯科保険 制度

② 保険の原則 と 歯科医療

島田 久 （徳 島県 ）

保険 制度自体を云 々することは、歯科医療の根 本的な

問題 にかかわりあいを持つものでは決してないけれど も、

患 者側にしてみれば重 大な問題 であり、現実に歯科医療

の水準を左右 するに充分な影響 力を有するものであるこ

とは事実であって、 今日の歯科界の混乱 を生ぜしめる大

きな原因 の1 つともなっている。この保険 制度の問題点

に焦点を当てる際 の前準備とも言 うべ き保険 制度の原則

的な事柄 に ついて言 及したいと考える。健康保険 法は歴

史 的には、ド イツ のビ スマ ルクの疾病保険 を無批判に直

輸入して成立した様なものであり、今日の社 会 が要求し

ている様な健康 の為の保険 では決してなく、 疾病 の為の

保険 であった。このことは、今日の保険 制度の中に生き

つづけているのである。この事実を踏 まえて明確 にして
おかね ばならぬ ことは、 健康保険 制度は医療保障制度と
同一 のものではないという両 者の性格の本質的な相異 で

ある。保険 制度とは偶発的事故 の発生に対する保障、 つ

まり一 般の社 会 人がグルー プを作って不慮 不測の事故 に

対 応する為に、 共に資金 を出して作り出された制度であ

って、それ故 に保険 の対象となる保険 事故 というものが
一 定の基準の下に設定される。これは資金 の総額 が決定

している こと、 経済 的組織として 構成されているという
ことから止む を得ぬ ことであり、健康保険 制度も保険 制

度であってみれば、その適用範囲 （保険 事故 ） も当然社
会 的妥 当な範囲 に於て決定されるものである。一方 社 会

保障制度は、保険 制度より広い範囲 の弱者救 済 制度とし

ての性格を有するものであって両 者は本質的に異 なるも
のである。さて歯科保険 制度に於て適用される保険 事故

の決定基準項 目としては次 の3 つを挙 げることができる。

1 .  常に患 者にとって恩 恵 をもたらす治療であって治

療した場合に危険 性の少 ないものであること。

数を配 分する訳 だが、 更 に次 のことを考慮 する必要があ

る。つまり健康 について個人が果すべ き責任の範囲 を増

やし、 総額 の限られた公 共の資金 の負担範囲 を可及 的に

減 らす様な保険 のプロ グラムにすること。これは「自己

の健康 は自己で守 る」 という予防 を意味し、 医療の原則

であり、保険 の原則 であり、人間生活の原理、原則 にも

通ずる論理である。このHealthybehaviour 健康 行動

によっても防止 できぬ疾病 も残念 ながらあるので、これ

については保険 によって面倒 をみてゆ くことにする。

歯科医 が健康管 理をする場合には『 4 つの治療目的』 が

基準になる。次に歯科治療と範囲 を分類すると症 状に よ

り次 の3 つになる。

1 .  Emergency Care 緊急 の為の処 置。痛み、腫 れ

に対する応急処 置。

2 .  Basic Care 基本的な治療と予防 の為の処 置。現

在の歯科医 学のレベ ルでは防止 することができ ず、

放 置すると悪化し次 の段階に進 んでしまう症 状に

対する処 置。

3. Advanced Care 進 んでしまった症 状の為 の処

置。不幸 にして放置 された結果、複雑 な技術が 必

要となり、従って時間も費用も多くかかる処置 。

保険 の原則 的な意義 からすれば、1, 2， はいわゆ る保険 事

故 として、公 共の責任に因 る負担範囲 といえるもので、

またこの2 つの項 目こそ患 者にとっても歯科医 にとって

も、もっとも価値のある治療範囲 といえる。そして第3

項 目については、個人の選択範囲 が大きいこと、効 果と

共に危険 度が増大すること、治療計 画 と手順に多くの時

間を必要とすること等の理由 によって歯科医 と患 者の話

し合いによって決められる個人の決定の範囲 として扱 わ

れるべ き性格のものである。

歯科保険 制度については、現行の健康保険 制度の様な
「進 んでしまった症 状の処置」に重点 的に配 分されている

点数制度を、 患 者にも歯科医 にも価値があり効 果の明ら

かな「 EmergencyCare 」と「Basic Care 」 の 方に 重

点的に配 分される様改 正し、保険 制度の限られた公 共の

資金 を病 気になってから使うのではなく、病 気にならな

い為に使うという方 向に改 めることが必要である。

パネルデ ィ スカ ッション：
システム論理に基づいた歯科保険 制度

⑧ 治療の範 囲 と 保 険 制 度

2. 治療後 にそのことをチェ ックできる事。

3. 治療の選択性の多いものは扱 わない事。 歯 科 治 療 の範 囲 は

上に列挙 し た3 項 目を基準にし適用範囲 を決定し保険点 1 .  緊 急 の処 置

小佐々 晴夫 （京都府 ）
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2. 基本的な治療と予防 の処置

3. 進 んでしまった症 状の処置

の3 つに区 分できる。

これら 各範 囲 の治療内容 と保険 制度との関係 について

説 明を行った。

即 ち 1. 緊急 の処置EmergencyTrea tment 

a 患 部のX - ray撮 影

b除 痛 Pain Control ; Chamber Open , 
Too th Removal 

C放置すれば6 ヶ 月 以 内にEmergencyにな

る可能性 のある深 在性願蝕 に対する処置

歯科疾患 の殆 んどが慢 性の経過 をたどることを考えれ

ば、こうした緊急処置を必要とする迄 には患 者自身 に何

ら かの自覚症 状があったはずであるが、しかし突発的な

緊急 の症 状に対してはあくまでも突 然の予知できなかっ

た出来事であり、医療保障の最低 限のものとして、保険

の範囲 に入れるべき処置である。

2. 基本的な治療と予防 の処 置Basic P reventive 
Treatment. 

a .  Bi te Wing X- ray撮 影 による診査

b- Dentin 欠損 部分の処置

① 内側性修復 ； Am, Si , Res F, 

② 外側性修 復 ； ¾ Cr, FC, JC, VC ,  

c 歯 面清掃 と願蝕 予防処置

d . Home Care Instraction 
e ．保隙装置Space Maintener ; 成人 ， 子供 用

f ．歯髄 と根管 の処置

これらは一 般的に各個人が努 力していたにも拘 ら ず予

知せぬ 間に生じてくる疾 病 に対する処置であり、公 共的

な責任の範囲 のものといえる。従って相互保障である保

険 制度の対象 として最 も適用すべき処置である。

3. 進 んでしまった症 状の処置 Adrance d
Preventive Treatment 

a . Full Mouth X- ray撮影 ， s tudyCast, Chart 

marking による口腔の分析と治療計 画

b ． 外形修 正

C ．歯 周組織の外科的処置

d ． 外側性修復 ； C r , Br ,  
e ． 局 部義 歯
f ． 総 義 歯

g ．小矯 正Too th Attitude Adjus tment 

h .  Roo t Canal Treatment & Roo t Apical 
Sheel 
記 。これら の外に口腔衛 生の問題 、組織抵抗 の

問題 、力関係の問題 、外観の問願 等をより高度

な基準で行なわれる治療； 矯 正 ， 外科， 特殊 な

補綴

これら の治療の必要性 が生じてくるまでには相当な時

間的経過 と患者自身 の怠慢 により出来てきた疾病 に対す

る処置であり、治療の方法も ①危険 性が高くなり ② 治

療方法 の選択 性が多く ⑧例外的な症例であること を 考

えれば、これら を保険 制度に組込む よりは、 個 人的な選

択 の範囲 にした方が社 会 的な意義 をもち、より有効 な結

果が得ら れる。

今後 より価値あるしかも自然な保険 制度も考える時、

現行の疾病保険 制度を治療と予防 と診査の為の保険 制度

に変革 すべであろう。

パ ネ ルデ ィ スカ ッション：
システム論理に基づいた歯科保険 制度

④ 自 然 な歯科保険制度への提言

森 本 泰 自 （ 高 知県）

現在起 っている歯科のト ラプ ル を解 決するには、問題

点のみを論議しあっ ても解 決の糸 口 とはなら ない。

これ ら のトラ プ ルの原 因 は、 現行保険制 度の不備にあ

ることは、 もはや、 国民衆 知の事実となっ ている。この

ような保険制 度の矛盾 を早急 に解 決して、 医療を受ける

患 者にも、 医療を施 す医師の側にも、 不 満 のない自然な

保険制 度を早急 に実現するため に具体案 を提 出する。

① 国民 のす べてが症 状が進 んでしま う以前に、 予防

的な診療処置を保険 で受けら れること。

② すでに症 状が進 んでいる場合でも、 それ以上進行

しないため の処置は保険 で受けられること。

⑧ 診療者も予防 的な処置と、 治療効果の適 確な範囲

の治療に専念 できるよう、 保険点数の配分 を変える

こと。

④ 保険制 度の原点に立 ち帰 り、 国家 も国民 もすべて

が個人の責任と公 共の責 任の範囲 を明ら かにし、 貴

重な公 共資金 を有効に使用すること。

このような考え方を骨子 として、 現在、 約 230 項 目に

別れ て支払 われ ている保険 の支払 い総額 を、 次 の6 項 目

に限っ て配分 する。

① 象牙質欠損 の修復処置

② 歯垢 ， 歯石 の除去 と衛 生実習指導

⑧ 疼痛 と不快 感の抑制処置

④ 歯 の動 きを予防 する保隙処置

⑥ 高齢 者や退 職者のため の総義 歯

⑥ 予防 のための診査と、 必要な場合の完 全な治療計

画
上述 の重点項 目に、 現在 の歯科保険 医療費の総額 を再

配分 することにより 、 貴 重な公 共資金 は有効に使用 され 、

保険制 度の目的は適 確に達 せら れるであろう。
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6. Home Position をふ ま え て
予防歯科医学を考え る

照 井 保 之 （岩 手 県）

長年に わ た る 歯科界の努力 に も かかわ ら ず時代の進展 ，
文化の 向 上 に し た が っ て、 ウ 蝕罹患率は、 年々 増加の一

途を た ど っ てい る 。 こ の原因 に メ ス を入れ る べ く 予防歯
科の必要性が叫ばれ てい る 。

ム シ 歯 の予防法 と して 、 古 く か ら 一般大衆に知 ら れ て
い る 方法 と し て 、 砂糖の摂取抑制 と 歯牙の刷掃があ る 。
こ の こ と を知 ら な い 人 は な い し、 こ れ は現 在 も 変 ら ず 、
不動の 原則 で あ る 。

こ の原則が多 く の 人 々 に よ っ て守 ら れ て い る だ ろ う か 。 非常に早い こ と で あ る 。
予防を分類す る と 、 Se l f care と Group car e 以上の 3 つの 点を検討 し てみ る と 、 腕を必要以上に高

と に分け ら れ る 。 く 上げて磨い て い る た め 、 30秒 も 磨 く と 疲れ が 出 て く る 。
Se l f  c ar e と は 、 個人の予防衛生であ り 、 Non - そ の た め磨 き 方が早 く な り 、 時間が短 く な る 。
Prof ess i onal な も の と し て は、 家庭で 行な われ てい こ の よ う な 姿勢で 3 分以上磨 く こ と は、 よ ほ ど必死に
る Brush i ng が あ げ られ 、 Prof ess i onal な も の と し
て は、 歯科医院で行な われ る Sca l i ng が あ る 。

Group car e と は、 一般社会に対す る 予防衛生で あ
り 、 Non - pr ofess i onal な も の と し て は、 砂糖の生
産や消費 の 制 限抑制を一般大衆に う っ たえ る こ と があ げ
ら れ 、 p r of es s i onal な も の と し て は 、 水道 水 の フ ッ
素化等があ げ ら れ る 。

ま た、 予防を そ の 内容か ら 分け る と Sel ec t i on

car e と Moveme nt care に分け ら れ る 。
前者は、 砂糖の摂取制限 ， 環境の 選択があ り 、 後者 は

動 き を と も な う 予防で、 B r us hi ng , Sca l i ng 
Flossing の 使用 等 が あ げ ら れ る 。

こ の う ち 、 Mo veme n t care を確実 に行 う ため に
は 、 Movemen t c ontro l が必要 に な り 、 そ の た め に
は 、 そ の Move ment の Home Pos i t i onを考え る 必
要が 出て く る 。

今 回 は、 非常 に 多 く の予防法の 中で、 最 も 一般的な、
し か も 最 も 大切な Toot h Br us hi ng を と り あ げて、
患者の行 な う Home Too t h Brus i ng Pos iti on 

につい て検討を こ こ ろ み た い 。
我 々 歯科医療 に たず さ わ る 者が、 い か に よ り 良い治療

を行い 、 予防 に つ い ての説明 を行な っ て も 患者が 自 ら の
口 の 中 を き れ い に 保つ こ と がで き な け れ ば、 我 々 の努力
は半減 し て し ま う 。

患者がい か に し た ら 、 口 の 中を清潔 に保て る で あ ろ う
か。 我 々 が、 非常 に よ ごれ た 口腔衛生状態 の患者 に 「歯
を磨い て い ま す か ？ 」 と 聞 き と 、 「毎 日 磨い て い ま す」
と い う 答が返 っ・て く る こ と が多 い 。 我 々 の 目 か ら 見れ ば
毎 日 磨かれ て い れ ば、 こ の よ う な衛生状態 で い る の が、
不思議な気がす る こ と が多 い 。

よ く 調べてみ る と 、 患者が磨い て い る と 言 う こ と と 、
歯が正 し く 磨かれ 、 衛生状態が よ く 保た れ てい る と い う
こ と と は別な こ と で あ る こ と に気がつい た 。

普通一般の 人 々 は 、 毎 日 歯磨 き と い う 行為 は行な っ て
い る が、 歯が磨 け てい な い と い う こ と が実情の よ う で あ
る 。

そ の正 し く 磨かれ て い な い と い う 理 由 は何 で あ ろ う か。
私の診療所で は実際 に患者に磨い て も ら う の で あ る が、
磨 き 方 は ま ち ま ち だが共通 し てい る の は、 ま ず第 1 に
Brushi ng の 時間が非常 に短い と い う こ と で あ り 、 第 2

に は、 歯 プ ラ シを持 っ た 側の腕 と ヒ ジ を極端 に高 く 上げ
て磨いて い る こ と で あ る 。 第 3 に は、 歯 プ ラ シ の 動 き が

な ら な い か ぎ り 難 し い と 思わ れ る 。
歯 プ ラ シ の動 き の cont r ol を よ く す る た め に、 ま た

長い 時間磨け る ため に も 、 ヒ ジ がな る べ く 身体 （胴体）
に近づい てい る こ と が大切で あ る 。 そ の た め に は、 頭を
少 し 前に傾け、 歯 プ ラ シ を持 っ てい る 側 に わずがに傾け
る と 、 自 然 に ヒ ジ が下が っ て く る 。 そ う す る と ヒ ジ の 位
置が下が り 、 ご く 自 然な 姿勢で磨 け る よ う に な り 、 3 分
ぐ ら い の時間で あ れ ば、 そ れ ほ どの腕の疲れ を感 じ な い
で続け ら れ る と 思われ る 。

こ れ が Home t oot h Br us hi ng Pos i t i on で
あ り 、 こ れ が身 につ け ば、 3 分間の磨 き も 苦痛でな く な
り 、 動 き の Contorol が正確に で き る よ う に な る た め 、
細かい と こ ろ ま で刷掃がで き る よ う に な る と 思わ れ る 。

こ う い う こ と が、 多 く の 人 々 に理解 さ れ る よ う にな れ
ば、 口腔衝生 は改善 さ れ て く る と 思われ る 。

ま だ ま だ 、 細 かい 点 に つい て検討の余地があ り 、 今後
引 き 続 き 検討 し てい き たい と 考え てい る 。

7. シ ス テ ム論理 と は何か ？

ダ リ ル ピ ー チ ( H P I )  

1 9 7 5 年か ら 2 0 0 0 年ま で の 時 間 は 、 人類の存続 に と
っ て の転換期 で あ る と い え る 。 こ の 時間 の 中 に人類は ど
の よ う な 決定を下すの で あ ろ う か。
時間 は エ ネ ルギ ー に関連す る 。 エ ネ ルギ ー を ど の よ う に
感 じ る かが時間を感 じ る こ と にな る の で あ り 、 そ れ は エ
ネ ルギ ー の ベ ク ト ル と し て と ら え る こ と がで き る 。 時 間
は行為の源で あ り 、 空 間 は受動的な存在で あ る 。 い ま 、
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人間 がい つまで生 き 残れ るかを考えるために、 シ ステ ム
に つい てまた論理につい て考えるべ き 時 期 になった。

シ ステ ムとスフ ェ アー （圏） を次のように分 類するこ
とが でき る。

Sys t e ms and Sp h e r es 

｀
：

こ
こ。宙

`

- N 0) 

1 . 太 陽
2・ 地・ 気・ 水
3. 生 物
4 . 生 理

5. 人 工

6. 思 考 ・ 心

ヘ ルスケアー の目的は、 人 間の体のシ ステ ムを保護 す

ること である。 それ は人 間の心 と体と、 そして体が置 か

れ てい る環境 との間の平 衡状態を求めること であり、 上

の圏の中でのとくに自然圏と人 工圏の調和、 あるい はま

た生理圏と人 工圏の平 衡を計 ることを意味してい る。

歯科医療は現在 その責 任範囲 がますます拡 大しつつあ

り、 一人 の患者の要求を満 たすだけに止 まらなくなってい

る。 ヘ ルス ケアー は個人 のためだけではなく 、 人 類全体

の健康維 持を問題 にしなければ ならない 時 期に来てい る。

したがって それ は1 9世紀 までのような個人 的な行為や 個

性的な方法としてではなく、 人 類を存 続させるための実

践として 「最低資源 で最 大の効果をあげ るシ ステ ム」 と

してとらえられ ね ば ならなくなった。
シ ス テ ムとい う言葉 は、 学者によって色 々な使われ 方

をしてい る。 例えば、 生 理学者は人 間の体をシ ステ ムと

してとらえてい るし、 物理学者などは太陽系 や 地球系 を

シ ステ ムとして研究してい る。 シ ステ ムは体のシ ステ ム

と環境 のシ ステ ムに分 けることができ る。 そのうち珊境

は人間 のまわりをとりまくすべ てであるので、 ここにも

自然シ ステ ムと人 工シ ステ ムを考えることが でき る。

また論理 L o g ic は本来人 間の体のシ ステ ムを 保護 す

るために生れ て来たものであり、 それ は人 間の心 の中で

秩序 o r d er を認知でき る能力とい い かえても良い だろ

う。

専門家 として歯科ヘ ルスケア ー にたずさわるためには、

その環境組織 や診療組織は可能な限 りの論理性に基づか

なけ れ ば ならない 。 人 間の動き の規格は本来万人 に共通

するものであるから、 世 界中の診療環境 の規格． 治療の

規格． 予防 の規格もまた共通するものとなるだろう。 シ

ステ ム論理は人 間にとっての普逼 共通の規格を見 つけ出

す道 である。 そしてそれ によって歯科診療組織は、 不必

要な選択 をしなくて済む 自由 さに満 たされ た真の秩序の

象徴 とし て、 人間 にとっての オ アシ スとなることが でき
るだろう。 （文責 ・ 芝 原 健 夫 ）

8． 私の歯科診療環境学が生 ま れる ま で

多 和 田 泰 一
（日本歯科大学新潟 歯 学部）

日本歯科大学新潟 歯 学部は昭和47年 4 月 に開校 したが、

その附属病院 の診療施設一 切は最 新式 のものを取り入れ 、

診療と臨床 実習を行う方針 であり、 目下既 に診療は臨床

系 各講 座の医員 により実施 され てい る。 また歯科保存修

復 学， 歯科補綴 学などの基礎 実習も、 診療に直 結した形
式 で行うべ く、 その実習施設も本学独 特のものを考案，

設備 し、 目下専門課程第 1 学年 ならびに第 2 学年 生が そ

の実習を行ってい る。

そこで附属病院 における診療施設は全部術者椅坐 位・

患者仰臥位による 診療姿勢・ 動作の形式 をもって診療を

行うことになってい るので、 臨床 実習を受ける学生 に、

事前にそれ に関 する臨床上 の基本的知識を教授 しておく

必 要がある。 また専門課程第 1 学年 より行われ る歯科補

綴 学の基礎 実習 や第 2 学年 より行われる歯科保存修復 学

の基礎 実習には従 来のような非現実的な模型 実習形式 で

なく 、 実習台に設備 され てい るマネキ ンに、 レジ ン製 の

永 久 歯模型植込 （総義 歯 の場合は無歯 顎） の2 色 全顎模

型 を装着 したものを、 診療時 の患者の頭位と同様に位置

させて、 術者も椅坐 位で診療時 同様の各操 作を行わせる。

それ 故 それ らの実習の事前に診療時 に準じ た基本的知識

を教授 する必 要がある。

そこで当初はB. H . O . P wi t h  N. C . M を基調 と

して、 作業 の姿勢， 動作だけを教 えようと思 ったのであ

るが、 折 角 新 知識を学生 に教 えるのであるから、 歯科診

療環境 の改善・ 向上 に関 するその他の事柄 も合せ教 え た

ならば、 今 後 の診療の改善・ 向上へ の貢献 度が大き い と

思い、 学科名を 「 歯科診療環境 学」 と名付けて、 その講
義録を一 応取り編 めて昭和49年 度から講義 を行ってい る。

しかし講義 をしてい る内にその講義 内容 や取り上 げ た事

柄 にまだ物足 りない 処 があるので、 目下その補足分 を執

筆 中である。
講義録完 成後 の内容 は文末尾 に列 記 するが、 それ を見

られ てこ の 「 歯科診療環境 学」 は既存 の 「 歯科医療管 理

学」 の一 部分 であると解 せられ るかも知れ ない が、 確か

に一 部同様の項 目もある。 しかし 「 歯科医療管 理学」 の

根幹 は、 歯科医業 を如何に経済 的に上 手に経営管 理する

か、 それに従 って従業 者を経営上 如何に上 手に人 事管 理

するかなどのマネー ジメ ント であるが、 私 の 「 歯科診療

，

 



環境 学」 は 、 あく までも、 歯科病院 ， 診療所内 の物的、 V 補綴 ， 保存 実習のあり方 （病院診療 に 直 結）

人的 環境 を如何 に良くし たら、 患者に対して より良い診 1． マネ キ ン を使用して の術 者椅坐 位， 患者仰臥位診
療 が出来、 また歯科医師をはじめそこ に従事して いる者 療 形式 による実習の基本的姿勢 ， 動作に ついて
が健康 を保ち つつ、 社 会 の為、 人 の為に充 分な医療奉 仕 2 .  諸設備 ， 機械 ， 器具の使用上 の注意

が出来 るかを考究し、 学生ならびに その指導 医 員 に 認識 a 切削 機械
を深 めてもらおうと纏 め たものである処 が相違点である。 b 研磨 用機械

「 歯科診療 環境 学」 に取 り上げ た事項 は次に列 記 する通 り c ダ スト ， コ レクタ ー

である。 d 圧搾 エ アー

歯 科 診 療 環 境 学

1 概 説 A 環境 とは

B 歯科診療 環境 の概 要

n 歯科診療 の推 移と動向

A 古代 の歯科診療

：：：竺、コ8

ン
世
：ょ

の
三三□—::竺：：椅坐 位診療

D 電 気エ ン ジン時代

E 高速切削時代

多数歯 単位→ 一 口腔単位診療

術者椅坐 位 ， 患者仰臥 位（水平 位） 診療

F 歯科診療 の今後 の動向

歯科診療 の合理化 ， 能率化→ シ ステム化時代

（ 含 能率 歯科診療 の合理化 ）
m 診療 用設備 ， 機械 ， 器具の変遷に ついて

A 診療椅子
B 歯質 切削 用機械 ， 器具
C エ アー ・シリ ン ジ ， ウ ォ ー タ ー ・シリ ン ジ ，

スリ ー ・ ウ ェイ ・シリ ン ジ
D 痰壷 ， 排唾 器 ， 吸引 排泄装 置
E 口腔内 照 明装 置
F ユ ニ ッ ト

w 歯科診療 環境 中の物的環境
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A 概 説 （ 含 疲労 ）
B 気温 ， 気湿 ， 気流
C 照 明

D 色 彩
E 騒音 と振動
F 大 気中の有毒 物質

1. 粉 塵
2 . 有 毒 ガ ス
3 .  大 気 中細 薗
4 . 放 射 線

G 作業 と人 間工学

1 人 間工学

2 作業 空間
3 作業 姿勢

4 歯科診療 姿勢

e マネ キ ン

f ラ イ ト

g シ ン ク

h ガ ス

VI 術 者椅坐 位・患者仰臥 位（水平 位）診療 の臨床 的姿勢 ，

動作
A 患者の姿勢

B 術者の患者に 対する位置

c 診療 用機械 ， 器具を持っての診療動作

1. グリ ップ

2 .  ピ ックアップ

3 .  手 の動作

4 .  視 覚に よる診療 作業
VIl 診療に 対する諸シ ステム

1. 患者受診 シ ステム

A 自由来院制

B 順 番札 〇ご足札 ） 制

C ます目予約制

D 計画診療制

2. 診療 シ ステム

A 歯科医療 の分化

B 計画診療 シ ステム

1計 画診療 の運営 の概 要

2計 画診療 の立案

3．作業時 間の標準化 （時 間 ・動作研究）

4．診療時 間の設定

3. 診療 補助者とのチー ム・ ワ ー ク

4. 診療周 辺 シ ステム
1診療 作業 準備 シ ステム（ トレー ・シ ステム）

2診療 用機械 ， 器具出納 ， 整備 の管 理シ ステム

3．診療 用材料 ， 薬剤 出納 ， 整備 の管 理シ ステム
4． 診療上 必要な諸設備 ， 備 付け機械， 器具の管 理，

保 全シ ステム

5. デ ー タ 処 理シ ステム

園 歯科診療 環境に おける人 的環境

A 対人関 係 に 関 する基礎 的知識



1 .  社会生 活

2. 社会 的な相互 （交互 ） 作用
3 .  コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン

4 .  人 間関 係

B 歯科診療所 ・ 病院 の社会 心理学的構造

1. 歯科医師の役割と患者の役割

2. 歯科診療補助者の役割と対人関 係
3 .  病 気とその受診 に対する患者の心理

a 病 気の心理的意味

b 病 気に対する心理的反 応
一般 的心理反 応

i i  神経症 的反 応
ii i 心身症 的反 応

i v 精神病 的反 応

c 医師・ 患者関 係

d 患者の医師を訪ね る心 理

e 診 察および諸検査時 の患者の心理

f 診 断時 の患者の心理

g 治療時 の患者の心理
h 歯科診療における歯科医師対患者の陰 性関 係

4 .  患者に対する教育 と管 理

a 初診時 における患者管 理

b 初診診査時 における患者管 理

c 口腔清掃時 における患者管 理

d 計画提示 ・ 受診契約時 における患者管 理

e 診療時 における患者管 理

i 患者管 理
i i  診療時 における患者教育

f 術後 教育
g ホ ー ム・ ケアー

h アフ タ ー ・ ケアー およびリ コ ー ル

IX 歯科診療環境の場における災害 ・ 事故 とその防止

A 災害 ・ 事故 の概要

B 歯科診療環境の場におけるもの

1 .  歯科診療外の災害 ・ 事故

2. 歯科診療 上の障害 ・ 事故

a 医原病 （医原 性障害 ）

b 院 内感染

c 誤 診

9． 新 し い歯科 シ ン ボル を使 っ た
学生教育の効果

0 篠 原 正 気 大 野 昌 蔵
井 上 時 雄 （ 広島大学歯学部 ）

中 田 和 宏 ダ リ ル ビ ー チ
( R P I ) 

緒 言
先ずF I . F2 . 凡 の3 つのF ( F o r m ) に つ い て

簡 単に説明 すると、 F1 は活動の目的をあら わすかたち＝

私 たちが診療を行う対象物のかたちを意味する。 今回の

場合、 患者の歯 ， 人工 歯牙 ， 歯冠 と修復 物そのもののか

たちを意味する。 F2 は実 践 者 つまりo pera t e r 術者

のかたちである。 F3 は環境 の かたち、 即ち凡 とF2 と

の間に介在 する物で、 F1 • F2 以外のもの をいう。 こ の

凡 は術者． 人 間 の感 覚を阻害 しないかたちが必要 であ

る。 こ れ ら のF1 , F2 , 凡 の関 係 を考えてみると、 従来、

学生を対象とする保存 学実習において、 指導 方法の点で

は、 学生間の理解 度の程度により正確さがあいまいであ

り、 嵩洞の深 さ、 巾 、 o utl i ne や mov ement pat h  

などにおいても大 きなバラ ッ キ があるこ とは否 めない現

状である。 そこ で今回私 たちは歯牙切 削 にあたって、 F2

である術者が恥 （人工 歯牙 ） に対し、 平衡感 覚． 筋 覚 ，

触覚 ， 聴 覚 ， 視 覚 ， （B al anc e , kines t h eti c , 
t ac ti l e , a u di t o r y, v i s ua l  s ens e = B K T - A  

V ) の知覚のフ ィ ー ドバ ック による指のコ ントロ ー ルに

熟達 するための新 しい歯科教育 の 必要 性を痛感 した。
そこ でH P I で開発され た pe rc e pt i o n- m o v e m e nt 

pr ogr am 即ち 知覚と動きのプ ロ グラ ムを教育 プロ グ

ラ ムとして採 用するこ とにした。 こ のpercepti on -

movement progr am は二人 の学生が一 組 になって一

人 が指示 を与え、 もう一人 が動きを行うという方法で行

われ た。 また、 こ のプ ロ グラ ムは見 ただけで全ての点と

線 と面 の関 係 が明 ら かにされ、 形成時 の動きが、 はっき

りとわかるように表現され 、 また、 どういう動きをすれ

ばいいかについても表わされ ている。 私 た ちはこ れら の

プ ロ グラムの中の二例をH P I から 提供 を受け、 主題 で

ある 「 新 しい歯科シ ンボ ル を使 った学生 教育 の効果」 の

副題 として，〔 Sens e-movement program 16- 0-

Am pr epar ati on ( prevent ive ) Basi c 〕を使 用し

た場合の学生と従来の指導方 法による学生 間の場合につ

いての検討 を行い、 その知見 を報告した。

結 論

① A B C D E F の6 点を薄 切して、 そ れ ぞれ のdepth

wi dt h を計測した結果、 N o n - S-s t udent G と
S - s tud e nt G においては同一 標本G がN から S へ

の時 間的経 過 がせまかったので大 きな 差 は見 ら れなか
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っ たが、 S k i l f ul Dent i s ts G と 、 Non- S - G と
の 間 に は N- S 以上 に差があ る よ う に思われ た 。

② S elf eval ua ti on 4l poi nt s + moverrent pat h 

の•O K か N O T の c heck は、 臨床上客観的 に判断す
る 場合有効か と 思わ れ る 。

⑧ 学生間 で こ の プ ロ グ ラ ム を 記憶す る に は多少時間が
かか っ たが、 一旦覚え る と 自 分 自 身で t rai ni ng と
·eval嗚 ti on が 出 来 る と い う 利点があ る 。

④ プ ロ グ ラ ム が正確に 出来てい れ ば、 新 しい 動 き が 出
て 来た と し て も 、 そ れ に非常 に早 く 順応 し やす く な る
と い う 例が今回の S k i l f ul D en t i s t Gr oup か と
思われ る 。

⑥ 今回用い た人工歯牙A 5 G - 31 2 の かた ち の基準
poi nt が あい ま い で あ っ た の で 、 今後の 改良が必要か
と 思わ れ る 。

⑥ # 330 F G カ ー バ イ ト バー は 同一会社の製品で さ え
も す く な く と も 2 s.o． で市販 さ れてい る とい う こ と で、
使 用 す る 際、 厳 し く ぎん味す る 必要があ る と 思わ れ る 。

⑦ 終 り に、 知覚 は あ く ま で も 我 々 の判断力を必要 と す
る 。 こ の判断力 があ っ て初 め て practi c e を行 う こ と
が 出来 る と 思 う 。

こ れ ら の必要性を満足す る た め に は今後更 に、 標本
類をふや し て 時間的経過を考慮 し た グルー プ に よ っ て、
検討す る 必要があ る 。 ま た知覚 と 動 き に 関 す る 問題 も
あ わせて検討す る 必要があ る と 思わ れ る 。

謝 辞
今 回 の発表に 際 し ま し て終始お 世話 に な り ま し た H P

I の ス ク ッ フ の方 々 、 モ リ タ 広島 支店の皆様、 ア 歯科広
島東 グ ル ー プ、 小松診療所、 大野診療所の ス タ ッ フ の皆
様、 広島大学総合科学部情報行動基礎研究講座米正法地
孝雄助教授 に対 し ま し て 、 厚 く 御礼申 し 上 げ ま す 。

米計算機学 ， 情報処理 ， 情報統計学 ， 多変量解析
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1 0． ー シ ン ポ ジ ウ ム ー

個人診療 か ら グル ー プ診療へ

司会 大 野 昌 蔵 （広島県）

歯科診療の 社会的役割 り が増加す る につれ て、 以前は
かな り 個人的な行為で あ っ た診療が、 数人の共同作業 と
し て組織的 に 行わ れ る よ う に な っ た 。 1 9 6 1 年国民皆保
険が実現 し 、 医療が 巨大な 国 家制度の 一環に組込 ま れ た
と き 、 歯科医療 も 激増 す る 社会の要求に否応な し に対応
せ ざ る を得な く な っ た の で あ る 。

し か し な が ら 残念な こ と に は 、 こ の大 き な社会的変化

に対応す る た め に わ れ わ れ 歯科医 に与え ら れ た武器 と い
え ば、 わ ずか にハ イ ス ピ ー ドハ ン ド ビ ー ス 1 本だ け で あ
っ た 。 そ れ は決 し て増大す る 国 民の要求 に 応え る た め の
診療方法で も な く 、 ま た そ の方法を 満 た す た めの 診療環
境で も な く 、 ま し てや適切な診療 シ ス テ ム を構成す る た
め の論理な ど で は全 く な か っ た の であ る 。

1 96 3 年に な っ て ド ク タ ー ビ ー チ が、 診療を行 う 人 の
可能性 と 限界を、 人の 自 然な かた ち と 行動の両面か ら 精
緻に分析 さ れ 、 そ の 分析の 結果 に最 も ふ さ わ し い 診 療
環境の定義 と 統合を実現 さ れ て 、 は じ め て歯科診療の組
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織化の端緒がひらけ たのであ る 。国民にとって必要な歯

科医療水準を満 たす 条件は、 まず第 1 に生物学的基礎に
立つ診療方法への転換であり 、 第 2 に診療者の能力の潜

在性を最大に発現させる診療環境の開設であり、 そ して
第 3 に こ の両者の関係を円 滑に保つ手順と し ての診療経
営の規格化であ、る。われわれが今 「診療組織」 と呼んで
い る こ れらの条件の統合が可能になって 、 やっと歯科医
療は個人的技術の世界から人類的 システムの領域に一歩
踏み 出 す こ ととなった 。

診療組織の確立は し か し歯科医療の現代化の第 1 歩で
あるに し ても、 そ れ だ けですべての答を意味 し ているわ
けではない。個人によ って行われ た診療がグル ー プに よ
る診療に発展 し 、 グル ー プ診療の単 位が複数 グル ー プ診
療 に 増殖 し 、 そ し て複数 グル ー プの単 位がまず日本とい
う世界の一文化圏の適所に展開 し て こ そ 、 われわれはそ
の本来の 目 的を満 た し たという こ とがで き る。そ し て グ
ルー プ診療の原則も 、 複数 グル ー プ診療の組織原理も 、
ヘルスケ ア ー の ための 「 シ ス テム論理」 の上に根ざ し て
のみ、 花開 き実を結ぶ こ とがで き るであろう。

その意味で今回の シ ン ポ ジウムは
① グル ー プ診療の原点と し ての論理を巌氏に
② 個 人診療からグル ー プ診療への実践を中野氏に
⑧ 単 位 グル ー プから複数 グル ー プヘの展開を小松氏

に
④ 複数グル ー プの経営規格と し ての法人化を三谷 氏

に
の よ うに構成 し 、 そ れぞれの実践に裏付け られ た 話題と
し て提供 し てい た だい た。各演者の ご盛力に よって診療
組織づ く りの計画と手順と将来の方 向が、 ご く ロ ジカル
に示され た こ と に 司会者と し て 心から感謝 申 し 上げる次
第である。

シン ポ ジウム ： 個人診療からグル ー プ診療 へ

① グ ル ー プ診療の原点 と し て の論理

巌 実 郎 （大 阪 府）

もともと歯科診療は人間が望んでいるものではないが、
現在多 く の人々が必要と し ている こ とは事実であり、 歯
科診療組織も周 囲の要求に よって必要である。診療活動
も色々な要素 に よって個人活動からグル ー プ活動と し て
考えな け れ ばならない時代に移行 し て き たと考えられる。
グル ー プは集り方 に よっていろんな形があるが、 人の集
り方は必然的自然発生的でな け ればならない。 グル ー プ
は、

1. I I. l ogi c al Group 
2. Se mi - log ica l  Gr o up 

3. Lo gi c al G r o up に分類 さ れ ようo Heal t h 
care に携さわる我々のグル ー プはどの様な グルー プで
あるべ き かを考える必要がある。 Heal th c are は統合
であり、 統合の要素を知る為に分析の順序が正 し く なけ
ればならない。そ こ でどの よ うな順序で分析 し統合す べ
き かを考えてみ た い。そ し て グルー プ活動をすると き 重
要なのは、 グルー プ コ ミ ュ ニ ケ ー ショ ンである。どの様
に し たらスム ー ズで正確な コ ミ ニュ ケ ー シ ョ ンが出来る
か。そ し てその原点は ？ 原 点を知る こ と こ そ グルー プ活
動をスム ー ズに行い地域社会に溶 け 込む為の Key -
poi nt ではなかろうか。
Group - C ommunicat i on の方法

1. Language （言葉 、 考え方の表現方法 ，
S y mbol o r  I mage ) 

a ) 直接的 Language
b ) 環境を媒介と し た間接的 Language 

2. Refl ex （生理的な動 き R eal な形）
又 グル ー プが 1 つの組織と し て活動すると き 重要な事は、
ス ク ッ フ の役割と夫々の実践の為の定位、 定域を明確に

し ス タ ッ フ 各自が自己の目的に対する責任を充分認識 し
遂行 出来る様にする こ とである。そ し て 「現在」 に 目 を
向けるだけでな く 、 次の世代に対する責任と影響を考え
な け れ ばならない。組織を次の世代に譲り渡 し てゆ く 、
受 けついでゆ く という Trans f er の問題の為の明細とい
うか規定といったものをはっ き り作ってお く こ とが、 社
会の人々に、 こ の組織なり グル ー プを理 解 し てもらう為
にも非常に重要な事だと思うのである。

シンポ ジウム ： 個人診療からグル ープ診療 へ

② 個人診療か ら グルー プ診療へ の計画 と 手順

中 野 和 幸 （神奈川県）

シ ステムロ ジ ッ ク に基づい た グル ー プ診療の経験に於

てはまだ 3 ヶ 月 半の短い 期間の た め こ の環境の中で毎日
診療を行ってい るが、 ピ ー チ 先 生の分析さ れ た診療のエ
リ アな リ ステ ー シ ョ ンの意義を充分体験するまでには至

っていない。 し か し 、 過去12年間の歯科の臨 床に於て数
多 く の不満とス ト レス から逃げ 出せなかっ た 時と比べて 、
現在全然 ス ト レスの無い環境の中でヘ ルスケ ア ー を通 し
て地域社会の人々に貢 献 出来る事を感謝 し ている。

I 動 機

私の場合は今までの歯科診療の形が、 非常に不自然で

あり、 種々雑多な歯科知識の導入に よ り、 イ ン プ ッ ト ば

かりが過剰になってい たが、 そ れに対応する筋 肉反射の
ための ト レー ニ ン グが充分な され ていなか っ た為 に、 患
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者の口腔 内 への満足な ア ウトプ ッ トが出来ないという大
きなストレスを持っていた。 この解決策と して H P I の
の門をたたいたのが ビ ー チ先生との最初の コ ン タ ク ト で
あり、これがシステムロ ジ ッ ク を取り入れたグル ー プ診
療を計画するきっかけとなった訳である。

Il 計画の決定
1.) 第 1 に S • L • U（システムロジッ ク ユニティ）を持っ

たプラク スティ スのスペ ースと して 132 nl必要 であ

ると言う事に対 して今までの概念から40~66nl 位で
はないかと言う イ メ ー ジがあったが、これは ピ ー チ
先生がホ ー ム ポ ジションを原点と して分析 さ れたロ
ジ ッ ク を理解 してい く うちに、おぽろげながらイ メ
ー ジと して必要性を納得 した。 現在 1 日 1 日各エ リ

ア の関係とかステー シ ョ ンの必要性が ク リ ア ー にな
ってきている。

2.) 2 人の ド ク ク ー によるペ ア ー 診療という事で、診

療方法の相違と技個の差に対する不安という点につ

いては、今までのラン ダム ポ ジシ ョ ン の場合だと、

モ ー タ ー パ フ ォ ー マンスによる作業そのものに一定

性と安定性が無い為に、一つの作業に対するスキ ル

を上達 さ せるのに非常に長い時間と経験が必要であ

り、 2 人の間の技価の差をどう カ バ ー するかについ

ての気がかりがあった。 し か し、これも ホ ー ムポ ジ
シ ョ ンでの診療と、H P I でのシステムロ ジ ッ ク に
基づいた、パ ー セ プシ ョ ンとム ー プメント及 びラン
ゲ ー ジについての教 育がこれを解決 し て く れた。

3. ) 他のス タ ッ フ （ ア シス タ ント， レセ プ シ ョ ニ スト，
ハ イ ジ ェ ニスト） の確保に対する不安は、これは責
任範 囲がはっきり しており充分に活動できるシステ
ムと環境があれば、自然に解決 さ れると言う ピ ー チ
先生のロ ジ ッ ク を理 解する事によってス タ ート した
が、現在徐々に解決 さ れて来ている。

4. ) 組織の経営に対する不安は、これ は具体的に言う
と投資に対する借入れ返済計画と診療の収入 ， 経費
計画の事であり、結論から先にいうと、その地域に
於て、歯科診療が必要と さ れているかどうかで決め
られる 。

何よ りも私の心の強い支えとな ったのは、今日ま でこれ
を実践 してこられた先輩の方々の実践の結果である。 ラ
イ セ ンスを与えられた ド ク タ ー と しての患者に対する責

任と、 ホ ー ムポ ジ シ ョ ンを原点とするシステムロ ジ ッ ク

を H P I で学んだ時、ランダムポ ジシ ョンによる マイウ
エイの個人診療から、グル ープ診療に切り変える事によ
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り、ストレスの解消とド ク タ ー と しての責任を遂行せ ざ
るを得なかったのが私の場合 である 。

これ らの事を診療を続けながら具体化 し て行 く 上に、
私自身が活動する時間と、条件を選択 してい く 基準を持
っていなかったので、これを代行 して、診療組織の開発
計画 ， 手順 ， 洗練 ， 等 ビ ー チ 先生の片腕となって協力 し
て く れた D P D グ ル ープの活動によ っ て、診療の時間を
犠牲に しないでこれ らの計画が遂行 さ れた事を紙上を借
りて感謝する しだい である。

シ ン ボ ジウム ： 個人診療からグル ー プ診療へ

⑧ 単位 グ ル ー プか ら 複 数 グ ル ー プ へ

小 松 昭 紀 （広 島 県）

単 位グル ー プが複数集 ま っ てできる複数 グルー プの効
果について、私達の過去約 3 年間の経験も加味 しなが ら
考察を加えてみた。

ある地域に必要な診療組織 （単 位 グル ー•プ） の数 は、
その地域の患者数によ っ て決まるが、診療組織が分散 し
て存在するよりも、何ケ 所かに集合 し て存在す る 形の方
により多 く の利点があるな ら ば、複数の グルー プの必要
性が生れて く る。

利点と して は、
① 患者に与える影響が大きい。
② 天然資源 ， 時間 ， 空間 ， エ ネ ルギ ー ， 費用 などの

節約ができ る 。
⑧ 根管治療 ， 歯 周病 ， 小児診療などの専門医を含む

こ とが容易 である。
④ 歯科医 ， ス ク ッ フ の技術的 向上に役立つ。

などがあ げられる。
診療場所の決定基準と しては、患者の居住地点からの

距離 ， 時間 ， 交通手段 ， 費用などの要因から考えられる
が、結論的には都市中心部の周 辺地域に診療場所を求め
るのが好ま しいといえる 。 計画 さ れた予防的診療と診療
時間の約束制の診療が実施 さ れていれば、診療場所は必
ず しも患者の居住地点から近い距離にある必要はな く 、
む し ろ影響範囲はかなり拡大 さ れる傾 向にある。 このこ
とは私達の診療所を訪れた患者の数、分布状態を調査 し
た結果とも一致 した。

シンポ ジウム ： 個人診療からグル ープ診療へ

④ 複数 グ ル ー プの経営規格化 に つ い て

三 谷 惇 夫 （ 大 阪 府 ）

診療組織の構成要素 である診療学習 ( E 1 ) と診療環



境 ( E 2 ) と 診療経営 (M) の う ち 、 学習 に つい て は ド ず さ わ る と い う 異 っ た 2 つの役割 り を あ わせ持 っ て い る 。
ク ク ー ビ ー チ を 中 心 と し た H P I の努力 に よ っ て 、 そ の い ずれ も 重要な 役割 り で あ る に は 違い な い が、 た だ も し
規格 （ S pec) が どん どん明 ら か に さ れ て来てい る 。 ま 経営の規格化が確立 さ れ た と すれ ば 、 組織の会計、 ス タ
た環境に つ い て も ド ク ク ー ビ ー チ と 歯科 シ ス テ ム ズ ア ナ ッ フ の 教育訓練や作 業の 評価基準 な どがパク ー ン 化 さ れ
リ ス ト た ち の努力 に よ っ て 、 非常 に精密な分析 と 統合 の て、 歯科医 は そ れ ら の心配か ら 解放 さ れ る こ と に な る 。

基準がす で に 示 さ れ てい る 。 そ の 意味で規格化 さ れ た 複数 グル ー プが各地に 開 設 さ れ
た だ も う 一つの コ ン ポ ー ネ ン ト で あ る 診療経営 につい た 場合、 そ の 横の つ な が り の か た ち と し て本来の意味 で

て は 、 残念な が ら現状 に お い て は ば ら つ き が多 く 、 そ の の 医療組織の法人化 は望 ま しい こ と と い え よ う 。 経営の
規格化の程度 は高度 で あ る と は言 え な い 。 た め の 努力が最 も 少な く て 済む と き 、 そ れ は 最 も す ぐ れ

本来診療組織に お け る 歯科医師 の立場は術者 と して診 た経営な の で あ る 。

療 に た ず さ わ り 、 同時 に組織の管理者 と し て経営 に も た

（ 学会 レ ポ ー ト ）

第 4 回 システ ム論理学会 （ 国 際 大会） 予 告

日 程 昭 和 5 1 年 9 月 1 1 日 （土） 1 2 日 （ 日 ） 2 日 間
会 場 東 京 都 港 区 三 田

笹 川 記 念 会 館 国 際 会 議 場

プ ロ グ ラ ム

く 第 1 日 ＞
開 会 の 辞
ピ ア ノ ‘ノ ロ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． . . . . . . . . 杉 田 谷 道
祝 辞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . .  J I I 崎勇 日 歯会長
歯科医 師 と 技工士の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て· … • • … … • • • 安部井 寿 人
＝ 特別講演 ＝
現代地域社会が要求す る 歯科医療の在 り 方に つ い て … … … …J . 0. Wil son 
＝ 特別講演 ＝： ー I S O へ の 期待 ー＿ （ ア メ リ カ ）
歯科診療 シ ス テ ム に お け る 世界の規格の 問題点 … … … … … … P. LaplきU‘d

（ フ フ ノ ス ）
ー パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン — … • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · … . . . 大 野 昌 蔵
歯科診療組織の 原 則 中 村 喜 一

（ 学習、 環境、 経営 の 規格化 に つ い て ） 照 井 保 之
磯 崎 孜 騎
中 野 和 幸
芝 原 健 夫

く 第 2 日 ＞
歯科診療手順の記号化 に よ る 効果 . . . . … … … • • … … … … … … …井 上 時 雄

大 野 昌 蔵
篠 原 正 気
秋 山 敬
D.R. Beach 

＝ 特別講演 ＝：
歯科診療組織 に於 け る 人間関係 … . . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . … • … … … … • • • G . S

_.

Nixon 
（ 過去 と 将来 ） （イ ギ リ ス ）

D. R. Beach 
（日 本 ）

会員 に よ る 質疑応答・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． • D. R Beach 
（ 日 本 ）

P . Lapl aud 
（ フ ラ ン ス ）

G. S . Nixon 
（ イ ギ リ ス ）

J .  0 .  Wilson 
（ ア メ リ カ ）

H ome Position に よ る 歯石除去 • … … … • • • • • … … … … … … • • •石 川 達 也
栗 山 純 雄

診療体位 の疲労 に及ぽす影響… … … … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． …… 片 山伊九右 衛門
荒 井 栄 一

お 申 し 込 み シ ス テ ム 論 理 学 会 事 務 局
〒 413 熱海市 田原本町 9 - 1 熱海第 1 ビル 6 F

H P I 内 TEL (0557) 82 - 8  3 7 4 
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（ 出 版 レ ポ ー ト ）

近刊 ド ク タ ー ビ ー チ 編集 に よ る
歯 科 医 療 の 論 理

今、 混迷 の 歯科医療に と っ て も っ と も 必要な も の は そ
の論理の確立で あ る 。 歯科 シ ス テ ム と は何か、 ヘ ルス ケ
ァ ー の 論 理 と は何か、 こ の よ う な 根本的 な 問題 を は じ め
て取 り 上 げ、 ド ク ク ー ピ ー チ を は じ め 、 臨床界、 教育界
を代表す る 論者が、 各分野か ら 深い省察を加え てい る 。
歯科界だ け でな く 医家 、 行政家必読 の 書 。 （第二回歯科
ホ ー ム ポ ジ シ ョ ン会議 、 第三 回 シ ス テ ム論理学会記録 よ
り ）

編集／D.R. B each 
執筆／D.R. B each 杉 山 貞 夫 総 山 孝 雄

井 上 時 雄 多 和 田 泰 一 永 井 一 夫
栗 山 純 雄 小 松 昭 紀

発行 8 月 中旬予定
蜀 1 1 3 東京 都文京 区本駒込 1 - 7 -10

医 歯 薬 出 版 株 式 会 社
TEL 0 3 -944 - 3 1 3 1 振替 1 3 8 1 6

既刊 ド ク ク ー ビ ー チ 編 集 に よ る
歯科ホームポ ジ シ ョ ン 診療 の シ ス テ ム

編 集／D.R. B e a c h  
執筆／D.R. B e a c h 大 島 正 光 藤 井 弁 次

豊 田 静 夫 小 野 博 志 大 野 昌 蔵

B 5 判 150 p / ¥ 3,5 0 0 〒2 0 0 円
発行 医 歯 薬 出 版 株 式 会 社

既刊 歯科 ヘ ル ス ケ ア ー の姿勢一姿勢 と 生活 1 6

編集／財団法人
，

姿 勢 研 究 所
墨 1 0 0 東京都千代 田 区有楽町 1 - 1 3- 1 
第一生命館 内 TEL O 3 -2 1 6  - 1 2 1 1 

振替東京 1 044 8 1  
執筆／D .R. B e a c h  大 島 正 光 永 井 一 夫

大 田 赴
¥ 3 0 0 〒 1 0 0 円

既刊 歯 を ま も る 法
一 歯科医療 と 自 然 な 保険制度一

編集／ 自 然な歯 科保険 制度 を つ く る 会
¥2 0 0 （入会金） 〒 1 0 0 円

既刊 医療の価値を ど う 決 め る
ー 患者か ら 見 た歯科医療 一

編集／ 自 然な 歯科保険制度をつ く る 会
¥ 3 0 0 （入会金） 〒 1 0 0 円
蜀530 大阪市北区鶴 野 町72 水野 ビ ル 4 F
T E L  (0 6) 3 7 1 - 1 3 8 8  振替大阪 80 1 52

シ ス テ ム 論 理 学 会 会 則
（ 昭 和51 年 4 月 1 日 制定 ）

第 1 条 こ の学会 は ヘ ルス ケ ア ー の た め の シ ス テ ム 論理
を 究明 す る こ と を 目 的 と す る 。

第 2 条 こ の学会 は 前条の 目 的 の た め 次 の 活 動を す る 。
(1) シ ス テ ム 論理学会の 開催
(2) 会 員 の 報告会 ， 講演会の開催
(31 機関誌お よ び図書の発行
(4) そ の 他

第 3 条 こ の学会 は以下の会 員で講成 す る 。
(1) シ ス テ ム 論理の研 究者
(2) ヘ ルス ケ ア ー の実践者 ， 教育者 ， 研究者
(3) ヘ ルス ケ ア ー の 情報提供者 ， 環境の製 造者 と

流通者
(4) そ の 他本学会 の主 旨 に 賛同す る もの
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第 4 条 学会 員の会費 は 以下の 通 り と す る 。
(1) 個 人 会 費 年 額 3, 0 0 O ·円
(2) 学 生 会 費 年 額 1, 5 0 0 円
(3) 団体会費 ( 1 口 ） 年額 3 0, 0 0 0 円

第 5 条 こ の学会 は そ の運営 の た め 会長 1 名 お よ び理事
若干名 を 置 く 。 そ の選任 は総 会 に お い て行な い 任
期を 2 年と す る 。 必要に応 じ て顧問を委嘱で き る 。

第 6 条 こ の学会の 会 計 年度 は 4 月 1 日 よ り 翌 年 3 月 31
日 ま で と し 、 毎 年 1 回 以上総会を開催す る 。

第 7 条 こ の学会の 事 務局 は 静岡県熱海市 に 置 く 。
第 8 条 こ の 規約の 変 更 は総会の決議 に よ る 。



C 学習 レ ポ ー ト ）

よ り 豊 か な 診 療人生 の た め に … … …

● H P I ト ー タ ル 研修 シ ス テ ム の 種類 と 方法

■ 種 類

歯科医 の た め に 診 療 シ ス テ ム コ ー ス

罰唇の た め に ラ ボプ ロ シ ー ジ
ャ

ー コ ー ス

歯科衛生士
受 付 員 の 為 に
診 療 助 手

ス タ ッ フ ト レーニ ングコ ー ス

● 方 法

H P I で は 、 目 と 耳 だ け に頼 る 研修 は 重要視 し てい ま

せん 。 あ く ま で も 、 か ら だで感 じ て体験 し てい た だ ＜

こ と を 目 的 と し て い ま す 。 だ か ら こ れ ら の研 修 は 、 す

べて実習 を 主 と し て 、 小人数 の グ ル ー プ で 行 な っ て い
ま す 。

■ お 申 込み に つ い て

H P  I ト ー タ ル 研修 シ ス テ ム の 会期 、 会費 、 内容 、 申

込 み 方 法な ど に つ い て の 詳細 は 、 ハ ガ キ ま た は 電話

（ 火曜 日 を除 く ） で 下 記に お 問合せ く だ さ い 。 案 内パ ン

フ レ ッ ト を お送 り し ま す 。

HP I  歯科：4?： ｀｀ジ原
ャ

：；， ��
9

(:::� :.:�:)
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（ 編 集 後 記）
ヘ ルス ケ ア ー を 1 つ の 典型 と し て 、 そ の シ ス テ ム と 論

理 に つ い て考え よ う と い う の で 、 発足 し た の が 「 シ ス テ

ム 論理学会」 で す 。 昨 年 9 月 の 第 3 回学会 の 当 日 、 会場

の 日 本 都 市 セ ン タ ー の 入 口 に 大 書 さ れ た シ ス テ ム論理学

会の 文字 を見 て 、 こ の こ と ば の ひ び き の 明 る さ と 、 ス ケ
ー ルの大き さ に ハ ッ と 胸 を 打た れ た の を 、 ま る で 昨 日 の

こ と の よ う に思い 出 し ま す 。

お忙 し い 中 を 、 当 日 の講 師 の 先生 方 に お願い し て 、 そ

れ ぞれ ご講演 抄録を い た だ き ま し た 、 第 1 号 は そ の特集

で す 。 こ れ に よ っ て 含蓄 あ る 各先生 の 論 旨 を 今 一度味わ

い な お し てい た だ け れ ば幸い で す 。

今 年も 、 9 月 に 第 4 回学会 の 開催が 決定 し ま し た 。 国

際色豊か な プ ロ グ ラ ム を 見 る に つ け 、 今 われ わ れ が シ ス

テ ム 論理を 話題 に す る こ と の 必要性 を ま す ま す 強 く 感 じ

る の で す 。 多 数の ご参加を期待 し て い ま す。

第 4 回学会 の 記録 も で き る だ け 早 く お 手許 に お届 け し

た い と 考え て い ま す 。 ど う か お早 目 に学会 会 則 に よ っ て

ご入会 の 手続 き を お取 り 下 さ い 。 ( T . S ) 
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